
立川第五中学校建替事業における設計事業者の選定結果について 

 

１． これまでの経緯 

 事業者選定手続きを、Design Build方式（設計・施工一括方式、以下「DB方式」とい

う。）を前提として進めましたが、令和６年 11月 15日に参加表明（申込）書を提出す

る事業者がいなかったため、以降の手続きを中止しました。 

 その後、複数事業者へのヒアリング結果を踏まえると、本事業の計画上仮設校舎を建設

せずに既存施設の解体と新施設の建設を順繰りに行うために、工期が長くなることが

懸念されました。そのため DB方式を取りやめ従来方式（設計・施工別発注）で事業を

進めることとしました。なお、基本設計及び実施設計について、より良い設計者を選ぶ

ため、公募型プロポーザル方式（価格考慮型）により設計事業者の選定を実施しました。 

 

２． 設計事業者選定の手続き 

 審査の公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な評価等を行うため、学識経験者

及び市職員により構成する「立川市立立川第五中学校建替工事に伴う設計業務委託プ

ロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置し、以下のとおり審査委

員会を開催しました。 

 

開催 日程 主な議題 

第１回 令和７ (2025)年

４月 16日 

・実施要領等について 

・事業者選定基準について 

- 令和７ (2025)年

７月中旬 
・１次審査（提案書類審査） 

第２回 令和７ (2025)年

８月 25日 

・１次審査報告及び意見交換 

・プレゼンテーション・ヒアリング審査 

・２次審査（総合評価）に係る審査 

・最優秀提案者及び次点提案者の選定 

 

３． 審査結果 

 審査の結果、審査委員会は総合評価点の得点が最も高い提案を行った「企業体名：株式

会社エーシーエ設計 東京支社」を最優秀提案者として選定しました。なお、次点提案

者は当該法人等の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるため非

公表としています。 

 

４．設計事業者との契約概要 

 契約件名：立川市立立川第五中学校校舎等建替工事設計委託（複数年） 

 契約金額：132,000,000円（税抜価格：120,000,000円）  

 契約期間：令和７(2025)年 10月 27日から令和９(2027)年３月 12日 

 

５． 今後の予定 

 生徒・保護者、地域住民等を対象に事業提案書に関する説明会を 12月 19日（金）と 20

日（土）に開催いたします。 
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第１ 審査の概要 
 
１ 事業者の選定方法 

本事業では、類似事業の実績やノウハウを有する事業者による効果的かつ効率的な実
施が求められることから、事業者の募集及び選定は、選定基準に基づき提案内容及び提案
価格を総合的に評価して優先交渉権者を決定する、公募型プロポーザル方式（価格考慮型）
により行うこととした。 

 
２ 審査委員会の設置 

市は、審査の公平性及び透明性を確保すると共に、客観的な評価等を行うため、学識経
験者及び市職員により構成する「立川市立立川第五中学校建替工事に伴う設計業務委託
プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置した。 
審査委員会の構成は次のとおりである。 

役職 氏名 所属（役職） 
委員⻑ 小宮山 克仁 立川市 市⻑公室⻑ 

委員 

⻑澤  悟 
東洋大学名誉教授 
教育環境研究所理事⻑ 

小泉  洋 国土交通省 関東地方整備局 甲武営繕事務所⻑ 
齋藤 真志 立川市 教育委員会事務局教育部⻑ 
⻘⽊  勇 立川市 市⻑公室 公共施設マネジメント課⻑ 
鈴⽊ 信貴 立川市 行政管理部 施設課⻑ 
渋谷 里美 立川市立立川第五中学校⻑ 

 
３ 審査委員会の開催経緯 

審査委員会における主な議題は次のとおりである。 
 日程 主な議題 

第１回 令和７(2025)年
４月 16 日 

・実施要領等について 
・事業者選定基準について 

第２回 令和７(2025)年
８月 25 日 

・１次審査報告及び意見交換 
・プレゼンテーション・ヒアリング審査 
・２次審査（総合評価）に係る審査 
・最優秀提案者及び次点提案者の選定 
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第２ 審査結果 
１ 資格審査 

令和７(2025)年５月１日（⽊）に本プロポーザルの公告を行い、参加表明受付期限の５
月 21 日（水）までの間に、応募者４者から資格審査書類が提出された。応募者の参加資
格要件を確認したところ、いずれも当該要件を満たすことが確認できたことから、５月 27
日（火）に書面にてその結果を通知した。各応募者にはそれぞれ応募者記号を設定し、応
募者名（企業名）を伏せてその後の審査を行った。なお、提案書の提出期限までに１者か
ら応募の辞退があり、３者での審査となった。 

３者の応募者記号の呼称は、それぞれ「スズラン」、「タンポポ」、「ヒマワリ」とした。 
 
２ 提案審査 
（１）１次審査（書類審査） 

ア 提案資料の確認 
市において、立川市立立川第五中学校建替工事に伴う設計業務委託公募型プロポ

ーザル実施要領と合わせて公表した資料等（以下「実施要領等」という。）において
定められた書類がすべて提出されていること等、いずれの応募者とも提出した提案
資料に不備がないことを確認した。 

イ 提案価格の確認 
市において、応募者３者の提案価格がいずれも提案上限額を超えていないことを

確認した。 
ウ 提案書類の審査 

市において、応募者３者から提出された事業提案書について審査委員が書類審査
を行い、本事業で重視する事項や期待する事項に関する評価項目に沿って、優れた提
案であるかどうかを評価することとした。評価は、事業提案書の内容について、次に
示す採点基準表に基づき５段階で評価し点数化した。審査の結果、３者とも２次審査
に進むことを決定し、令和７(2025)年７月 28 日（月）に書面にてその結果を応募者
に通知した。 

 
（２）２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 

ア ヒアリングの評価 
令和７(2025)年８月 25 日（月）午後に２次審査を実施した。１次審査の結果（100

点満点）の 40％を加算し、プレゼンテーション・ヒアリング審査は 10 点の配点で審
査した。各委員の採点の平均点（小数点以下がある場合は第３位を四捨五入）を審査
委員会の採点とした。 
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（採点基準表） 
評価 評価基準 点数化の方法 
Ａ 提案として特に優れている 配点×1.00 
Ｂ 提案として優れている 配点×0.75 
Ｃ 提案として良い 配点×0.50 
Ｄ 提案として良い点はあまりない 配点×0.25 
Ｅ 提案として良い点はない 配点×0.00 

１次審査の評価項目ごとの配点は次のとおりである。 
評価項目 配点 

業務計画 10 点 
施設計画 70 点 
施工計画 20 点 

合計 100 点 
１次審査の評価項目ごとの各応募者の採点結果は次のとおりである。 

評価項目 配点 
採点結果 

スズラン タンポポ ヒマワリ 
業務計画 10 点  6.96  5.72  7.32 
・目的・基本理念 5 点  3.57  2.86  3.39 
・実施体制 5 点  3.39  2.86  3.93 
施設計画 70 点 49.00 35.90 42.78 
・基本的な考え方（環境・⽊材
等） 

 20 点 12.93 11.97 10.82 

・基本的な考え方（地域・防災） 10 点  7.50  6.07  4.64 
・全体配置計画 15 点 11.07  6.61  8.93 
・諸室計画 25 点 17.50 11.25 18.39 
施工計画 20 点 14.28  9.28 11.60 
・工事期間中の学校環境 5 点  3.57  3.21  1.96 
・工事期間中の安全対策 5 点  3.39  2.50  3.21 
・品質･コスト･スケジュール

管理 
 5 点  3.93  1.96  3.39 

・工事発注の工夫 5 点  3.39  1.61  3.04 
合計 100 点 70.24 50.90 61.70 
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２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査）の評価項目と各応募者の採点結
果は次のとおりである。 

評価項目 配点 
採点結果 

スズラン タンポポ ヒマワリ 
企画提案力  10 点  8.21  3.57  7.14 

 
イ 価格の評価 

価格点は、選定基準に示す算定式に基づき算出した。 
価格点＝50 点×（１−提案価格÷提案上限額） 

※小数点以下がある場合は第３位を四捨五入 
    

算出した価格点は以下のとおりである。 
 配点 スズラン タンポポ ヒマワリ 

提案価格 
（円・税

抜） 
― 160,000,000 250,000,000 120,000,000 

価格点 50 点 20.25  3.51 27.68 
 

ウ 総合評価点 
１次審査反映分（１次審査採点の 40％を加算）、ヒアリング審査及び価格点を合計

した総合評価点は次のとおりである。 
 配点 スズラン タンポポ ヒマワリ 

１次審査 
反映分 

 40 点 28.10 20.36 24.68 

ヒアリング
審査 

 10 点  8.21  3.57  7.14 

価格点  50 点 20.25  3.51 27.68 

総合評価点 100 点 56.56 27.44 59.50 
 

  



 

5 
 

３ 最優秀提案者及び次点提案者の選定 
前項の審査の結果、審査委員会は、総合評価点の得点が最も高い提案を行った「ヒマワ

リ」を最優秀提案者として選定した。なお、次点提案者は当該法人等の権利、競争上の地
位、その他正当な利益を害するおそれがあるため非公表とする。 

 
・応募者記号 ：「ヒマワリ」 

企業名：株式会社エーシーエ設計 東京支社 
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第３ 審査講評 
 

立川市は、令和３(2021)年３月に策定した「立川市前期施設整備計画」に基づき、本事業
の検討を進め、令和５(2023)年３月に「立川第五中学校施設整備基本計画」を策定した。 

本施設は、中学校で担う教育機能、特別支援教育機能を持続的に展開する拠点として整備
するとともに、防災機能の充実を図ることを目的としている。 

これらの目的を達成するため、本審査委員会では、３者の提案について、審査基準を踏ま
え、厳正な審査を行った。 

いずれの提案とも、本事業の目的・背景や立川第五中学校の立地や機能等の特徴を捉えて
おり、事業スケジュールなど、様々な条件の下で計画としてよくまとめられた提案であった。 

「スズラン」の事業提案は、中庭を中心にコンパクトに配置し、学校全体の一体感や関連
教室のまとまりを確保するとともに、グラウンド面積を大きく確保していることが特徴的
な提案であった。 

「タンポポ」の事業提案は、残堀川、桜並⽊側に対して、敷地一杯に校舎を配置し、新た
に印象的な景観を生み出そうとする提案であった。 

「ヒマワリ」の事業提案は、昇降口につながる吹き抜けをもった図書館を中心に、学校全
体の一体感を確保するダイナミックな空間構成となっており、普通教室、特別教室、開放ゾ
ーン等のまとまりのあるゾーニングが特徴的な提案であった。 

厳正な審査の結果、総合評価点の得点が最も高い「ヒマワリ」を最優秀提案者として選定
することとなったが、いずれの提案も市の要求を十分達成することのできる提案であり、優
れた提案であった。提案の作成に当たっては、相当の労力を要したと推察されるが、このよ
うな優れた提案をまとめた各者に対して、深く敬意と謝意を表したい。 

最後に、今後、設計業務を進めていくにあたっては、市が示す仕様・条件等の内容を満た
すことはもちろん、事業提案の内容について、学校・地域の意見や維持管理運営の視点から
柔軟に検討を行い、市が目指す中学校施設を更に高い次元で達成していただくことを希望
する。 

あわせて、⺠間企業のノウハウを十分生かしていただき、市が考える事業全体のスケジュ
ールやコストの視点も踏まえながら、市が安全で持続可能な公共施設を保有し続けること
ができるよう、施設の設計を行っていただくことを期待する。 

 
以上 

 
 



「⽴川第五中学校建替⼯事に伴う設計業務委託プロポーザル審査」における事業優先交渉権者による提案概要 

 

 “ともに学び、 ともに育つ、 開かれたまなびの場” 
―多様な「ニワ」と安⼼できる居場所「ホーム」が作り出す柔軟な学習空間― 

実現に当たって 4 つの基本⽅針を提案の柱として掲げます。 
➊ ひとりひとりの安⼼・安全に寄り添い、みんなの拠りどころとなる学校 
➋ 探究的な学びを促し、学校全体が学びのフィールドとなる空間構成 
❸ ⽣徒の活動と地域とのつながりを両⽴させる敷地利⽤・平⾯計画 
➍ 誰にとっても「⾃分の居場所」となり、愛着をもって使い続けられる学校づくり 

■個別最適な学びと協働的な学びを⼀体的に充実させる学習空間                         
●「ホーム」と「ニワ」によって学びとつながりを育む構成 
・ 本計画では、普通教室を中⼼としたひとりひとりの学びを⽀える空間を「ホー

ム」、特別教室を中⼼とした共創的な学びの場を「ニワ」として位置づけます。 
・ ⽣徒が安⼼できる居場所「ホーム」のまわりに、他者と出会い、つながり、協働

するきっかけとなる「ニワ」を配置して、個の学びと協働的な学びのバランスを
図ります。 

●「ソラニワ」を中⼼とした⼀体感で理念を体現した建物構成 
・ 「ホーム」となる普通教室や、職員室が⼆階中央の吹抜空間「ソラニワ」を介し

て繋がり、他者とのつながりの中でともに学び、ともに育つ学校を目指します。 
・ 「ソラニワ」を囲む回遊動線としてのコリドーは、適度な距離感を保ちながら各

空間を緩やかにつなぎ、建物全体に⼀体感をもたらします。 
●探求的な学びの中⼼となる「ちしきのニワ」 
・ 図書室を中⼼としたメディアセンターを 1 階の中⼼に配置します。⽣徒の⽇常動

線上に設けることで、⾃然な利⽤を促し、探究⼼を育む空間とします。 
・ １階の少⼈数教室は、閲覧コーナーや学習スペースとしてメディアセンターと⼀

体利⽤でき、知的好奇⼼を刺激する柔軟な学びの場となります。エリア全体を
「ちしきのニワ」と位置づけ、⽣徒が主体的に学ぶ環境を創出します。 

●地域開放と学校⽣活を両⽴する明快なゾーニング計画 
・ 地域開放スペースは体育館側に集約し、⽣徒の⽣活空間とは明確に区分できる

計画とします。また、運⽤次第では特別教室の地域開放も可能とする柔軟なゾー
ニングとしています。 

・ 地域開放の動線は、⽣徒の出⼊⼝となる昇降⼝とは明確に分離し、管理のしや
すい計画とすることで、地域住⺠も積極的に利⽤しやすい環境を整えます。 
 

■多様な教育活動を想定した柔軟性のある建築計画                              
●「ともに育つ」特別⽀援学級との⾃然な交流を促す距離感 
・ インクルーシブ教育システムの観点から、通常の学級と特別⽀援教室が互いの存

在を感じながら、程よい距離感を保てるよう「ソラニワ」を介したゾーニングを
提案します。 

・ 職員室から近い目の届く配置とし、緊急対応に配慮します。 
・ 特別⽀援学級は専⽤の廊下を設け、独⽴した教室群とします。 

令 和 ７ 年 1 2 月 2 5 ⽇ 

第 24 回教育委員会定例会資料 

市⻑公室公共施設マネジメント課 
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